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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般財団法人日本船舶技術研究協会（JSTRA）

から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経

て，国土交通大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 F 8102：2015 
 

船用電気設備－ 

リチウム二次電池を用いた蓄電池設備 

Electrical installations in ships-Electric energy storage equipment using 

secondary lithium cells and batteries 

 
1 適用範囲 

この規格は，船内に，恒久的に装備するリチウム二次電池の単電池及び電池システム（以下，それぞれ

単電池，電池システムという。）並びにそれらに接続する充放電システムの安全性要求事項について規定す

る。ただし，総トン数 20 t 未満の船舶，又は総トン数 20 t 以上であってスポーツ若しくはレクリエーショ

ンの用だけに供する船体の長さが 24 m 未満の船舶に装備する設備には適用しない。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS C 8715-1 産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム－第 1 部：性能要求事項 

JIS C 8715-2 産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム－第 2 部：安全性要求事項 

JIS F 8061 船用電気設備－第 101 部：定義及び一般要求事項 

JIS F 8067 船用電気設備 第 304 部 機器－半導体コンバータ 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

3.1 

安全性 

受入れ不可能なリスクがない状態。 

3.2 

リスク 

危害の発生する確率と危害の程度との組合せ。 

3.3 

危害 

人体の受ける物理的障害若しくは健康障害，又は財産若しくは環境が受ける害。 

注記 財産又は環境が受ける害とは，船の航海に影響を与える害，乗船者の居住に著しい影響を与え

る害などが考えられる。 

3.4 

蓄電池 


